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                     つづき水と緑の魅力アップ推進委員会 第４部会 
 
③中央地区の魅力向上に向けたイメージ提案検討                                                                     
前述の５つの重要な取り組み課題に基づき、中央地区の魅力向上に寄与する環境整備案をイメージ図等交えて検討し、計 23の具体的な提案をおこなった。 

表－６．水と緑の魅力アップ推進委員会第４部会 中央地区の魅力向上に向けた 23 の提案項目                                                                

 
      既に関係者との調整が始まっている項目 

役割（案）  主な提案項目 内容 分

類 地元 行政 その他事業者等 
その他課題等 

１．十字空間と一体となったイベントの開催。 
 

早渕川イベントの管理運営団体

の立上げ 
河川管理者 
（県土木整備部）との調整 

（水と緑の推進委員会第３

部会との調整） 
第３部会・モデル分科会での

意向確認 
２．早渕川プロムナードのイメージアップ計画。 
 

早渕川プロムナード愛護会の立

上げ 
河川管理者 
（県土木整備部）との調整 

（水と緑の推進委員会第３

部会との調整） 
第３部会・モデル分科会での

意向確認 

早渕川の魅力づくり 

３．早渕川桜堤の整備 親水公園愛護会による桜並木の

管理運営体制の確立・桜の寄贈 
河川管理者 
（県土木整備部）との調整 

（水と緑の推進委員会第３

部会との調整） 
第３部会・モデル分科会での

意向確認 

 

早渕川親水広場の魅力づく

り ４．ファミリーが集まれる親水性のある広場に。 

早

渕

川

／

県

管

理

事

項 親水公園愛護会による緑化推進

など 
河川管理者 
（県土木整備部）との調整 

（水と緑の推進委員会第３

部会との調整） 
第３部会・モデル分科会での

意向確認 
５．十字空間周辺宅地における“環境に配慮した土地活用”の

モデル事業化 
土地活用のイメージ案づくり 都市再生機構、周辺地権者との調

整 
地権者による事業者への協

力願い、規制、誘導等 
都市再生機構取得地にて、モ

デルとなる店舗計画が進行中 
早渕川～親水広場十字空間

の魅力づくり 
６．親水広場周辺宅地におけるまちづくり誘導（屋上緑化・建

物セットバック・広場に面した建築等） 
７．吾妻山の見晴らし地点から五山を眺める角度にある建物

は、見晴らし地点より低くする規制・誘導 

地

権

者

調

整

事

項 

勉強会（地元合意調整）、まちの

ルールづくり 
（法的規制・誘導） 地権者との調整 周辺宅地地権者との合意形成 

早
渕
川
の
魅
力
ア
ッ
プ 

 

五山眺望ポイントの活用 

８．吾妻山公園と歩専道が一体となった広場においては、道標

を囲んで一服しながら、五山を眺められる場所とする一方

で、イベント空間として活用。 
９．桜並木と五山を橋上で鑑賞する場所としてのセンター橋の

位置づけ 

歩

行

者

ネ

ッ

ト 

 土木事務所・交通局との調整 
（ベンチの設置等）、 
広報誌等への掲載 

  

魅力ある歩行者専用道路沿

い商店街の形成 
10．歩行者空間に顔を見せた沿道商店街の形成 
11．早渕川を起点とした商店街のゾーン分け（朝市・アートス

ペース・オープンカフェ・屋台村等） 
12．屋上緑化にした仲見世商店街や屋上利用のできる商店街の

形成 

検討会の立上げ（ゾーンコンセプ

トの設定、デザインコード、まち

のルールづくり等） 
 

交通局等との調整 交通局用地利用者（商業者

等）との調整 
交通局用地全体をコントロー

ルする管理運営団体の立ち上

げ、商業事業者等の誘致、調

整、デザインコードの設定等 

高架下空間活用による歩行

者専用道路の魅力づくり 
13．北と南を結ぶ芸術空間づくり 
14．変電所・鉄道橋脚壁面の緑化の可能性 

交

通

局

調

整

事

項 地下鉄高架下愛護会（管理運営組

織等）の立上げ 
交通局との調整 
 

美術サークル、アーティスト

等との調整 
 

区民祭りによる歩専道等の

活用方策（歩専道完成記念イ

ベントの開催） 

15．中央地区区画道路や歩専道を活用したパレード行進の開催

16．子育て地蔵イベント・縁日等の開催 
17．区民まつりにおける各種お祭り広場の整備（センター北シ

ンボル広場・ネオクラシック階段・あづま山公園入口部・

早渕川親水広場・南口シンボル広場・中央公園広場） 

イ

ベ

ン

ト

事

項 

歩専道イベント等の考案・開催・

管理等 
道路局・交通局との調整 ふるさとづくり委員会・大学

サークル・その他各種団体等

との調整 

パレードは物理的に先導車両

が入れない箇所があるなどの

問題がある。 

 

歩
行
者
専
用
道
路
の
魅
力
ア
ッ
プ 

18．“青少年の居場所”スペースの確保 居場所の管理運営への参加 都筑区役所・交通局等との調整  現在、市歴史博物館駐車場に

て暫定的に利用されている。 

文
化
・
芸
術
・
市
民
活
動
・
活
性
化 

既存の市民活動拠点の担保 
および新たな文化拠点等の

創出 19．土木事務所所在地を文化拠点（第２図書館等）としていく

ための総合的な検討 

他 

区民の意見集約等 市各局と調整 地権者（UR 都市機構）との

調整 
新たに土地を取得する必要が

ある。 
20．中央地区周辺緑道から中央地区に至る明確なアクセスルー

ト（散策ルート）の確立 
21．つづき五山が眺められる眺望点の確立 

歩

行

者 

眺望点の発見、ルート設定、マッ

プづくりなど 
眺望点の発見、ルート設定、マッ

プづくり、広報など 
（水と緑の推進委員会第

１・第２部会との調整） 
 周辺地区との 

関係強化 
中央地区内の歩行者動線整

備 
 

22．吾妻山～歴史博物館間の歩行者デッキ整備の可能性 他  道路局・土木事務所との調整、警

察協議等 
 隣接する南北歩行者専用道路

が供用を開始 
歩専道の 
ネーミング 

歩行者専用道路（港北ニュー

タウン 14 号線）の名称等 
23．中央地区歩行者専用道路（港北ニュータウン 14 号線）の 
  愛称設定 

他 ネーミングコンペでの愛称の提

案、サイン板デザインの選定 
愛称の公募・決定・広報など、愛

称表示サイン板の設置 

※吾妻山最高高さ 約 31.0ｍ 
※周辺の宅盤高さ 約 16.0～20.0ｍ 
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                     つづき水と緑の魅力アップ推進委員会 第４部会 

16．中央地区の魅力づけに向けた提案分布 
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